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�愛媛県告示第３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、今治市宮窪町宮窪地域に係る県営土地改良事業計画を変更し

たので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定によ

り、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２２年１月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・カイモリ地区）変更計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成２２年１月１８日から２月１５日まで

３ 縦覧場所

今治市役所宮窪支所

�愛媛県告示第３５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２２年１月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３６号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２２年１月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３８号
愛媛県民有林林道事業補助金交付規程（昭和３０年３月愛媛県告示第２２２号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、平成２１年

度事業から適用する。

平成２２年１月１５日

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 指定医師の所在地の変更……………………………………………………１８

○ 指定医師の辞退の届出………………………………………………………１８

○ 県営土地改良事業の事業変更計画書の縦覧………………………………１８

○ 愛媛県民有林林道事業補助金交付規程の一部改正………………………１８

○ 解除予定保安林………………………………………………………………２６

○ 道路の供用開始（県道三島川之江港線）…………………………………２６

○ 建設業者の許可の取消し……………………………………………………２７

○ 道路の区域変更（県道美川松山線）………………………………………２７

○ 道路の区域変更（県道長浜中村線）………………………………………２７

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………………２７

公 告

○ 特定非営利活動法人の設立の認証の申請の公告…………………………２８

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

森 岡 弘 恵 チ ヨ ダ ク リ ニ ッ ク 八幡浜市川通１４５５－２２ 喜 多 医 師 会 病 院 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 平成２１年
１２月１５日

鎌 野 俊 彦 鎌 野 病 院 宇和島市広小路２番４９号 医 療 法 人 鎌 野 病 院 宇和島市広小路２番４９号 平成２２年
１月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

視 覚 障 害 眼 科 愛媛県立南宇和病院 � 橋 直 巳 南宇和郡愛南町城辺甲２４３３番地１ 平成
２１年１１月３０日

肢体不自由・ぼうこう又は直腸
機能障害 外 科 白 石 病 院 白 石 建 郎 今治市松本町１丁目５番地９ 平成

２１年１２月１０日

毎週（火・金）曜日発行 第２１３２号 平成２２年１月１５日

平成２２年１月１５日金曜日 第２１３２号

愛 媛 県 報
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愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この規程で、「林道に関する事業」とは、林業関係事業補

助金等交付要綱（昭和４７年８月１１日付け４７林野政第６４０号農林事

務次官通知）に規定する森林環境保全整備事業

、林道施設災害関連事業及び森林居住

環境整備事業並びに県単独林道整備事業をいう。

２ 省略

（申請書等の提出）

第６条 前条に規定する補助金の内示を受けた事業主体は、次に掲

げる書類（ 県単独林道整備事業のうち林内作業車

道の場合にあつては、第２号の書類を除く。）を、所轄の地方局

長に提出しなければならない。

�～� 省略

２・３ 省略

別表第１（第３条、別表第２関係）

１ 森林環境保全整備事業

（定義）

第２条 この規程で、「林道に関する事業」とは、林業関係事業補

助金等交付要綱（昭和４７年８月１１日付け４７林野政第６４０号農林事

務次官通知）に規定する森林環境保全整備事業、農林漁業用揮発

油税財源身替林道整備事業、林道施設災害関連事業及び森林居住

環境整備事業並びに県単独林道整備事業をいう。

２ 省略

（申請書等の提出）

第６条 前条に規定する補助金の内示を受けた事業主体は、次に掲

げる書類（第３条第１項の県単独林道整備事業のうち林内作業車

道の場合にあつては、第２号の書類を除く。）を、所轄の地方局

長に提出しなければならない。

�～� 省略

２・３ 省略

別表第１（第３条、別表第２関係）

１ 森林環境保全整備事業

事業の種目 事業

の種

目の

内容

補助率 事業の種目 事業

の種

目の

内容

補助率

基

準

率 基

準

率

市町 市町

以外

市町 市町

以外

１

育

成

林

整

備

事

業

� 森

林管

理道

整備

（開

設）

及び

森林

施業

道整

備（開

設）

ア 省略 １

育

成

林

整

備

事

業

� 森

林管

理道

整備

（開

設）

及び

森林

施業

道整

備（開

設）

ア 省略

イ 峰越連絡

林道（林業

生産基盤の

整 備 を 図

り、農山村

地域の振興

に資するた

め、林道規

程（昭和４８

年４月１日

付け４８林野

道第１０７号

林野庁長官

通知）に規

定する自動

車道に該当

する既設の

林道（以下

「 既 設 林

道 」 と い

う。）と他

の既設林道

又はこれと

同程度の構

造を有する

道路施設と

の相互間を

� 幹線

林 道

（離島

で行う

もの）

同 同 １０分

の６

以内

１０分

の８

以内

� 幹線

林 道

（�以

外のも

の）

同 同 １０分

の

５．５

以内

６０分

の４３

以内

� その

他の林

道

同 同 同 １０分

の

５．５

以内

愛 媛 県 報平成２２年１月１５日 第２１３２号
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峰越し等に

より連絡す

る林道をい

う。以下同

じ。）

ウ 森林造成

林道及び峰

越連絡林道

以外の林道

� 離島

を除く

過疎地

域の市

町及び

振興山

村の地

域で行

うもの

同 同 同 同 イ 森林造成

林道

以外の林道

� 離島

を除く

過疎地

域の市

町及び

振興山

村の地

域で行

うもの

同 同 同 １０分

の

５．５

以内

�～�

省略

�～�

省略

２

共

生

環

境

整

備

事

業

� 森

林管

理道

整備

（開

設）

ア 省略 ２

共

生

環

境

整

備

事

業

� 森

林管

理道

整備

（開

設）

ア 省略

イ 峰越連絡

林道

� 幹線

林 道

（離島

で行う

もの）

同 同 １０分

の６

以内

１０分

の８

以内

� 幹線

林 道

（�以

外のも

の）

同 同 １０分

の

５．５

以内

６０分

の４３

以内

� その

他の林

道

同 同 同 １０分

の

５．５

以内

ウ 森林造成

林道及び峰

越連絡林道

以外の林道

� 離島

を除く

過疎地

域の市

町及び

振興山

村の地

域で行

うもの

同 同 同 同 イ 森林造成

林道

以外の林道

� 離島

を除く

過疎地

域の市

町及び

振興山

村の地

域で行

うもの

同 同 同 １０分

の

５．５

以内

�～�

省略

�～�

省略

� 森

林管

理道

整備

（改

良・

舗装）

ア 省略 � 森

林管

理道

整備

（改

良

）

ア 省略

イ その他の林道（改

良）

省略 イ その他の林道 省略

ウ その他の林道（舗

装）

同 同 ６０分

の２３

以内

６０分

の２３

以内

愛 媛 県 報平成２２年１月１５日 第２１３２号
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３

機

能

回

復

整

備

事

業

� 森

林管

理道

整備

（森

林災

害等

復旧

林道）

（開

設）

ア 離島を除く過疎地

域の市町及び振興山

村の地域で行うもの

同 省

略

３

機

能

回

復

整

備

事

業

� 森

林管

理道

整備

（森

林災

害等

復旧

林道）

（開

設）

ア 離島を除く過疎地

域の市町及び振興山

村の地域で行うもの

自動

車道

省

略

イ～エ 省略 イ～エ 省略

� 林

道改

良・

舗装

ア 省略 � 林

道改

良

ア 省略

イ その他の林道（改

良）

省略 イ その他の林道 省略

ウ その他の林道（舗

装）

同 同 ６０分

の２３

以内

６０分

の２３

以内

� 改

良調

査

ア 幹線林道 同 同 １０分

の５

以内

１０分

の５

以内

イ その他の林道 同 同 １０分

の３

以内

１０分

の３

以内

２ 農林漁業用揮発油税財源身替林道整備事業

事業の種目 事業

の種

目の

内容

補助率

基

準

率

市町 市町

以外

１

峰

越

連

絡

林

道

� 幹

線林

道

ア 離島で行うもの 自動

車道

当

該

事

業

に

係

る

事

業

費

１０分

の

５．５

以内

４分

の３

以内

イ ア以外のもの 同 同 １０分

の５

以内

３分

の２

以内

� その他の林道 同 同 １０分

の

６．５

以内

１０分

の

６．５

以内

２

林

道

� 幹線林道 同 同 １０分

の

５．５

以内

１０分

の

５．５

以内

愛 媛 県 報平成２２年１月１５日 第２１３２号
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舗

装

� その他の林道 同 同 ６０分

の２３

以内

６０分

の２３

以内

２ 省略

３ 森林居住環境整備事業

３ 省略

４ 森林居住環境整備事業

事業の種目 事業

の種

目の

内容

補助率 事業の種目 事業

の種

目の

内容

補助率

基

準

率 基

準

率

市町 市町

以外

市町 市町

以外

１

森

林

居

住

環

境

整

備

事

業

� 森

林居

住環

境整

備事

業全

体計

画調

査

ア・イ 省略 １

森

林

居

住

環

境

整

備

事

業

� フ

ォレ

スト・

コミ

ュニ

ティ

総合

整備

事業

全体

計画

調査

ア・イ 省略

� 山

のみ

ち地

域づ

くり

交付

金

ア 山

のみ

ちの

整備

� 林道整備 自動

車道

同 ３分

の２

に調

整率

を乗

じて

得た

率に

１００

分の

５を

加え

た率

以内

� 作業道等整

備

同 同 ３分

の２

に調

整率

を乗

じて

得た

率以

内

３分

の２

に調

整率

を乗

じて

得た

率以

内

イ 地域創造型整備 施設

の整

備

同 ３分

の２

以内

３分

の２

以内

ウ 事業見直し調査 事業

内容

の検

討及

同 同

愛 媛 県 報平成２２年１月１５日 第２１３２号
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び見

直し

のた

めの

調査

� 森

林活

用基

盤整

備

ア 居

住環

境基

盤整

備と

組み

合わ

せて

行う

林道

整備

�・� 省略 � 森

林活

用基

盤整

備

ア 居

住環

境基

盤整

備と

一体

的に

行う

林道

整備

�・� 省略

イ ア

以外

の林

道整

備

� 森林基幹道

（開設）

同 同 同 １０分

の７

以内

イ ア

以外

の林

道整

備

� 省

略

� 省

略

ウ 居

住環

境基

盤整

備と

組み

合わ

せて

行う

林道

関連

施設

の整

備

�・�

省略

ウ 居

住環

境基

盤整

備と

一体

的に

行う

林道

関連

施設

の整

備

�・�

省略

エ ウ

以外

の林

道関

連施

設の

整備

� 林業施設用

地整備

整地

及び

附帯

施設

同 同 １０分

の５

以内

� 作業ポイン

ト整備

用地、

取付

道等

同 同 同

� 居

住環

境基

盤整

備

ア 省

略

� 居

住環

境基

盤整

備

ア 省

略

イ 公

共施

設等

基盤

整備

� 省略 イ 公

共施

設等

基盤

整備

� 省略

� Ｕ

ＪＩ

ター

ン者

用住

宅基

ａ 過

疎地

域の

市町

及び

振興

ＵＪ

Ｉタ

ーン

者用

の住

宅

同 １０分

の

５．５

以内

� Ｕ

ＪＩ

ター

ン者

用住

宅基

ａ 過

疎地

域の

市町

及び

振興

ＵＪ

Ｉタ

ーン

者用

の住

宅

同 １０分

の

５．５

以内

１０分

の６

以内
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盤整

備

山村

の地

域で

行う

もの

盤整

備

山村

の地

域で

行う

もの

ｂ ａ

以外

のも

の

同 同 １０分

の５

以内

ｂ ａ

以外

のも

の

同 同 １０分

の５

以内

１０分

の

５．５

以内

� 自

然エ

ネル

ギー

利活

用施

設基

盤整

備

ａ 過

疎地

域の

市町

及び

振興

山村

の地

域で

行う

もの

整地

及び

附帯

施設

同 １０分

の

５．５

以内

� 自

然エ

ネル

ギー

利活

用施

設基

盤整

備

ａ 過

疎地

域の

市町

及び

振興

山村

の地

域で

行う

もの

整地

及び

附帯

施設

同 １０分

の

５．５

以内

１０分

の６

以内

ｂ ａ

以外

のも

の

同 同 １０分

の５

以内

ｂ ａ

以外

のも

の

同 同 １０分

の５

以内

１０分

の

５．５

以内

ウ～キ

省略

ウ～キ

省略

� 居

住地

森林

環境

整備

ア 居

住環

境基

盤整

備と

組み

合わ

せて

行う

林道

整備

�・� 省略 � 居

住地

森林

環境

整備

ア 居

住環

境基

盤整

備と

一体

的に

行う

林道

整備

�・� 省略

イ ア

以外

のも

の

�

林

道

整

備

（森

林

管

理

道）

（開

設）

ａ

省

略

イ ア

以外

のも

の

�

林

道

整

備

（森

林

管

理

道）

（開

設）

ａ

省

略

ｂ

峰

越

連

絡

林

道

� 幹

線林

道（離

島で

行う

もの）

同 同 １０分

の６

以内

１０分

の８

以内

� 幹

線林

同 同 １０分

の

６０分

の４３
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道（�

以外

のも

の）

５．５

以内

以内

� そ

の他

の林

道

同 同 同 １０分

の

５．５

以内

ｃ

森

林

造

成

林

道

及

び

峰

越

連

絡

林

道

以

外

の

林

道

� 離

島を

除く

過疎

地域

の市

町及

び振

興山

村の

地域

で行

うも

の

同 同 同 同 ｂ

森

林

造

成

林

道

以

外

の

林

道

� 離

島を

除く

過疎

地域

の市

町及

び振

興山

村の

地域

で行

うも

の

同 同 同 １０分

の

５．５

以内

�～�

省略

�～�

省略

�

林

道

整

備

（森

林

管

理

道）

（改

良

・

舗

装）

ａ 省略 �

林

道

整

備

（森

林

管

理

道）

（改

良

）

ａ 省略

ｂ その

他の林

道（改

良）

省略 ｂ その

他の林

道

省略

ｃ その

他の林

道（舗

装）

同 同 ６０分

の２３

以内

６０分

の２３

以内

４ 省略

別表第２（第２２条関係）

第１ 規程別表第１に定める森林環境保全整備事業

５ 省略

別表第２（第２１条関係）

第１ 規程別表第１に定める森林環境保全整備事業、農林漁業用
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�愛媛県告示第３９号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２２年１月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

西条市下島山字加納戸乙５４の４

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

土地改良事業用地とするため

�愛媛県告示第４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

、森林居住環境整備事業及び県

単独林道整備事業の場合の様式

様式第１号（その１）（規程第６条第１項第１号の申請書）

年度 事業補助金交付申請書

省略

注 １ 件名及びただし書の事業名は、別表第１ １、３及び４

に掲げる事業名を記入すること。

２ 省略

様式第１号（その２）～（その５） 省略

様式第２号（規程第６条第１項第２号の着工届出書）

年度 事業着工届出書

省略

注 １ 省略

２ 表題の事業名は、別表第１ １、３及び４ に掲げる

事業名を記入すること。

様式第３号（その１）（規程第６条第１項第３号のしゆん功届出

書）

年度 事業しゆん功届出書

省略

標記事業を 年 月 日完了したから別紙関係書類

を添えてお届けします。

注 １ 表題の事業名は、別表第１ ３及び４に掲げる事業名を

記入すること。

２ 省略

様式第３号（その２）・（その３） 省略

様式第４号 省略

第２～第４ 省略

第５ 規程第１９条に定める仕入れに係る消費税等相当額の報告に

係る様式

様式第１３号（規程第１９条の仕入れに係る消費税等相当額報告書）

揮発油税財源身替林道整備事業、森林居住環境整備事業及び県

単独林道整備事業の場合の様式

様式第１号（その１）（規程第６条第１項第１号の申請書）

年度 事業補助金交付申請書

省略

注 １ 件名及びただし書の事業名は、別表第１ １、２、４及

び５に掲げる事業名を記入すること。

２ 省略

様式第１号（その２）～（その５） 省略

様式第２号（規程第６条第１項第２号の着工届出書）

年度 事業着工届出書

省略

注 １ 省略

２ 表題の事業名は、別表第１ １、２、４及び５に掲げる

事業名を記入すること。

様式第３号（その１）（規程第６条第１項第３号のしゆん功届出

書）

年度 事業しゆん功届出書

省略

表記事業を 年 月 日完了したから別紙関係書類

を添えてお届けします。

注 １ 表題の事業名は、別表第１ ４及び５に掲げる事業名を

記入すること。

２ 省略

様式第３号（その２）・（その３） 省略

様式第４号 省略

第２～第４ 省略

第５ 規程第１９条に定める仕入れに係る消費税等相当額の報告に

係る様式

様式第１３号（規程第１９条の仕入れに係る消費税等相当額報告書）

省略 省略

注 １ 表題の事業名は、別表第１ １から４までに掲げる事業

名を記入すること。

２ 省略

注 １ 表題の事業名は、別表第１ １から５までに掲げる事業

名を記入すること。

２ 省略

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 三島川之江港線
四国中央市妻鳥町字新ラ田１６７１番４から

同町字中足鍋１７７１番４まで
平成２２年１月１５日
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�愛媛県告示第４１号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２２年１月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年１月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１７）第９８９４号 平成１７年
８月１８日 �藤本重機 藤本 伸吾 松山市久万ノ台３－２ 平成２１年

１２月２日
土木工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業

建設業の廃止

（般－１９）第１６１０３号 平成１９年
５月１０日 凌設備 今井 克透 松山市南吉田町１０２８－１ 平成２１年

１２月８日 管工事業 建設業の廃止

（般－１９）第１５０５６号 平成１９年
７月３日 一色建築 一色 一郎 松山市西石井町６－１２－

１２
平成２１年
１２月１５日 建築工事業、大工工事業 建設業の廃止

（般－１７）第１５８７９号 平成１８年
１月１６日 愛媛高速運輸� 山下 武 伊予市上三谷５３０－３ 平成２１年

１２月２１日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業、造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１６）第８６７９号 平成１７年
３月８日 �西川工業 西川 弘士 松山市桑原３－４－８ 平成２１年

１２月２２日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１７）第８７５３号 平成１７年
５月１９日 �今井建具店 今井 敏幸 松山市祇園町２－２ 平成２１年

１２月２５日 建具工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川松山線
上浮穴郡久万高原町上畑野川乙３８０番９から

同町上畑野川乙２２３番１１まで

旧 ３．７～４７．５
８．２～５０．５

０．５０５
０．３５５

新 ８．２～５０．５ ０．３５５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市多田甲１４３３番２から

同市多田乙３４９番２地先まで

旧 ５．０～１２．０ ０．１００

新 ６．５～１０．０ ０．１００
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公 告

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２２年１月１５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市多田甲１４３３番２から

同市多田乙３４９番２地先まで
平成２２年１月１８日

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２１年１２月２２日 特定非営利活動法人
トータルサポートえひめ 大 塚 惠 松山市山西町１２７番地の４０ この法人は障害児・者、高齢者、精神的不安を

抱える方及びその保護者、家族に対してトータ
ル的なサポートを行う事業を行いノーマライゼ
ーションの社会に寄与することを目的とする。

平成２２年１月１５日 発行
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